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（目的） 

第１条 この基本方針は、一般財団法人日本造船技術センター（以下「本センター」という。）

が獲得した競争的資金について計画的かつ適正に運用し、より効果的かつ効率的な活用

を図るため、競争的資金の間接経費執行に係る共通指針（平成１３年４月２０日競争的資

金に関する関係府省連絡会申し合わせ。以下「共通指針」という。）に基づき、本センタ

ーにおける競争的資金に係る間接経費の使用に関する事項を定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この基本方針で「競争的資金」とは、資源配分主体が広く研究開発課題等を募り、

提案された課題の中から専門家を含む複数の者による科学的・技術的な観点を中心とし

た評価に基づいて実施すべき課題を採択し、研究者等に配分する研究開発資金のことを

いう。 

２ この基本方針で「配分機関」とは、競争的資金の制度を運営し、競争的資金を研究機関

又は研究者に配分する機関のことをいう。 

３ この基本方針で「直接経費」とは、競争的資金により行われる研究を実施するために、

研究に直接的に必要なものに対し使用する経費のことをいう。 

４ この基本方針で「間接経費」とは、直接経費に対して一定比率で手当され、競争的資金

による研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として使用する経費のことをい

う。 

 

（間接経費の使途） 

第３条 本センターにおける間接経費の使途は、原則として次のとおりとする。 

一 管理施設・設備の整備、維持及び運営経費 

二 管理事務の必要経費 

２ 前項の規定にかかわらず、本センターにおける研究開発環境の改善等に必要な場合は、

あらかじめ会長の承認を得て、前項各号以外の使途に間接経費を使用することができる。 

 

（間接経費の執行及び管理） 

第４条 間接経費は、会長が指名する理事のもとで、本センターの基本方針に基づき第３条

に定める範囲で計画的かつ適正に執行するとともに、使途の透明性を確保するものとす

る。 

２ 間接経費の執行及び管理に関する事務は、総務部会計課が所掌する。 



 

（実績報告） 

第５条 本センターは、間接経費の執行状況について、証拠書類を適切に保管したうえで、

毎年度の間接経費使用実績等について、配分機関に対して指定された期日までに報告す

る。ただし、報告不要の配分機関に対してはこの限りではない。 

 

（基本方針の見直し） 

第６条 この基本方針は、共通指針その他関係する法令等に改正等があった場合は、適宜、

適切な見直しを行うものとする。 

 

（その他） 

第７条 この基本方針に定めのない事項については、共通指針その他の関係法令、規程等の

定めるところによる。 

 

 

附   則 

 この基本方針は、令和７年８月１日から施行する。 


